
（家庭的保育事業）

公 定 価 格



（凡例）
以下の関係法令等を略称して次のように表記する。

番　号 関　係　法　令　等 略　称

平28府子本第571号、28文科初第727号、雇児発0823第１号通知

「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について」別紙５

平成26年八王子市条例第36号

八王子市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

1
留意事項通知
別紙５

市認可条例2



７．賃借料加算（⑪） 10

３．栄養管理加算（⑲） 14

４．第三者評価受審加算（⑳） 15

２．常態的に土曜日に閉所する場合（⑭）

Ⅴ 特定加算部分

１．冷暖房加算（⑮）

２．施設機能強化推進費加算（⑱）

３．保育必要量区分（③）

Ⅱ 基本部分

１．基本分単価（④） ２

Ⅲ 基本加算部分

１．処遇改善等加算（⑤）

２

３

３

２．資格保有者加算（⑥）

３．家庭的保育補助者加算（⑦）

４．家庭的保育支援加算（⑧）

５．障害児保育加算（⑨）

６．減価償却費加算（⑩）

５

７

３

１

11

８

12

12

11

11

４

12

Ⅳ 加減調整部分

１．連携施設を設定していない場合（⑫）

１

１

目　　　　　　　次

１．地域区分（①）

Ⅰ 地域区分等

２．認定区分（②）

１



項        目 評価

Ⅰ 地域区分等  

１．地域区分
（①）

　利用する事業所が所在する市町村ごとに定められた平28府
告示119別表第一（15/100）による区分を適用する。

地域区分は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅰ１
平28府告示119

適正な地域区分が適用されて
いない。

Ｃ

２．認定区分
（②）

　利用子どもの認定区分に応じた区分を適用する。 認定区分は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅰ２

適正な認定区分が適用されて
いない。

Ｃ

３．保育必要量区
分（③）

　利用子どもの保育必要量に応じた区分を適用する。 保育必要量区分は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅰ３

利用子どもの保育必要量に応
じた区分が適用されていな
い。

Ｃ

基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

Ⅱ 基本部分

１．基本分単価
（④）

(1) 額の算定
　地域区分（①）、認定区分（②）、保育必要量区分（③）
（以下「地域区分等」という。）に応じて定められた額とす
る。

基本分単価は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅱ１.(1)

基本分単価について、地域区
分等に応じて定められた額が
適用されていない。

Ｃ

(2) 基本分単価に含まれる職員構成
　基本分単価に含まれる職員構成は以下のとおりであること
から、これを充足すること。

基本分単価に含まれる職員
構成は充足されているか。

留意事項通知
別紙５
Ⅱ１.(2)

基本分単価に含まれる職員構
成において、必要な保育士が
充足されていない。

Ｃ

（ア）保育従事者
基本分単価における必要保育従事者数は以下のⅰとⅱを合計
した数であること。
　ⅰ 家庭的保育者及び家庭的保育補助者
　　 子ども３人につき家庭的保育者１人（家庭的保育
　　 補助者を配置する場合は子ども５人）
　ⅱ その他
     上記ⅰの家庭的保育者及び家庭的保育補助者１人
   当たり、研修代替保育従事者として年間２日分の費
   用を算定(注)

    （注）当該費用については、家庭的保育者及び家庭
     的保育補助者が研修を受講する際の受講費用や、
     時間外における研修受講の際の時間外手当等に
     充当しても差し支えないこと。

（イ）その他
　ⅰ 非常勤調理員等(注)

    （注）調理業務の全部を委託する場合、または搬入
        施設から食事を搬入する場合は、調理員を置か
        ないことができる。
　ⅱ 非常勤事務職員(注1・2)
    （注１）利用子どもが３人以下の場合で家庭的保育
        補助者加算（⑦）の適用を受ける事業所を除く。
    （注２）家庭的保育者等が兼務する場合又は業務委
        託する場合は、配置は不要であること。
　ⅲ 嘱託医・嘱託歯科医

(3) 連携施設経費
　基本分単価には、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準
に関する条例第７条に定める連携施設に係る経費を算定して
いること。そのため、連携施設を設定していない事業所につ
いては、Ⅳの１による調整が行われること。

条例第７条に定める連携施
設に係る経費が算定され、
連携施設を設定していない
事業所については、Ⅳの1に
よる調整が行われている
か。

留意事項通知
別紙５
Ⅱ１.(3)
市認可条例第７条

連携施設に係る経費の算定・
調整が行われていない。

Ｃ
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

Ⅲ 基本加算部分

１．処遇改善等加
算（⑤）

(1) 加算の要件及び加算の認定
　加算の要件及び加算の認定は「施設型給付費等に係る処遇
改善等加算について」（平27府政共生第349号、26文科初第
1463号、雇児発0331第10号通知。(2)において「平27府政共生
第349号等通知」という。）、「『施設型給付費等に係る処遇
改善等加算について』の取り扱いについて」（平27事務連
絡）及び「平成28年度における処遇改善等加算の取扱いにつ
いて」（平28事務連絡）に定めるところによる。

処遇改善費は加算の要件及
び認定に適合しているか。

留意事項通知
別紙５
Ⅲ１.(1)
平27府政共生第349号
平27事務連絡
平28事務連絡

処遇改善費が加算の要件及び
認定に適合していない。

Ｃ

(2) 加算額の算定
　加算額は、地域区分等に応じた単価に、平27府政共生第349
号等通知に定めるところにより認定した加算率×100 を乗じ
て得た額とする。

加算額は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅲ１.(2)

加算額が適正でない。 Ｃ

２．資格保有者加
算（⑥）

(1) 加算の要件
　家庭的保育者が保育士資格、看護師免許又は准看護師免許
を有する事業所に加算する。

家庭的保育者は保育士資
格、看護師免許又は准看護
師免許を有しているか。

留意事項通知
別紙５
Ⅲ２.(1)

家庭的保育者が保育士資格、
看護師免許、又は准看護師免
許を有していない。

Ｃ

(2) 加算の認定
　加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うことと
し、新たに加算の認定をするにあたっては、その事業所の設
置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、家庭的
保育者の有する保育士証、看護師免許証又は准看護師免許証
の写し等）を徴して（１）の要件への適合状況を確認するこ
と。

(3) 加算額の算定
　加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処
遇改善等加算の単価に１の（２）で認定した加算率×100 を
乗じて得た額を加えた額とする。

加算額は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅲ２.(3)

加算額が適正でない。 Ｃ
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

３．家庭的保育補
助者加算（⑦）

(1) 加算の要件
　家庭的保育補助者を配置(注)する事業所に加算する。
  （注）非常勤の調理員（食事の提供について自園調
      理又は連携施設等からの搬入以外の方法による
      場合（⑬）の調整の適用を受ける事業所を除
      く。）とは別途、家庭的保育補助者の配置が
      必要。

家庭的保育補助者を配置し
ているか。

留意事項通知
別紙５
Ⅲ３.(1)

家庭的保育補助者を配置して
いない。

Ｃ

(2) 加算の認定
　（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこ
ととし、新たに加算の認定をするにあたっては、その事業所
の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、対
象子ども、家庭的保育補助者等の配置状況が記載された職員
体制図等）を徴して（１）の要件への適合状況を確認するこ
と。

　（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所につい
て、申請又は指導監督等を通じてその状況を把握し、（１）
の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合し
なくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しな
くなった場合はその月）から加算の適用が無いものとするこ
と。

(3) 加算額の算定
　加算額は、地域区分等及び各月初日の利用子どもの人数に
応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算の単価に１の
（２）で認定した加算率×100 を乗じて得た額を加えた額と
する。

加算額は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅲ３.(3)

加算額が適正でない。 Ｃ
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

４．家庭的保育支
援加算（⑧）

(1) 加算の要件
　家庭的保育支援者(注1)又は連携施設(注2)から代替保育等の
特別な支援(注3)を受けて保育を実施する事業所に加算する。

家庭的保育支援加算は加算
の要件に適合しているか。

留意事項通知
別紙５
Ⅲ４.(1)
市認可条例第７条

家庭的保育支援加算が加算要
件に適合していない。

Ｃ

　（注１）家庭的保育支援者は、以下の要件を満たして
　　　市町村の認定を受け、家庭的保育者又は家庭的保
　　　育補助者に対する指導・支援を行う者とする。
　　　　なお、家庭的保育支援者は、専任の者を、原則
　　  として連携施設に配置すること。
　　　　また、家庭的保育支援者の配置は、家庭的保育
　　　者３人から15人に対し１人の配置を標準とするこ
　　　と。
　　　　① 保育士であり10年以上の保育所における勤
　　　　　務又は家庭的保育の経験を有し、一定の研修
　　　　　を修了した者であること。
　　　　② 心身ともに健全であること。
　　　　③ 乳幼児の保育についての理解及び熱意並び
　　　　　に乳幼児に対する豊かな愛情を有している
　　　　　こと。
　　　　④ 乳幼児の保育に関し虐対等の問題が無いと
　　　　　認められること。
　　　　⑤ 児童福祉法及び児童売春、児童ポルノに係
　　　　　る行為等の処罰及び児童の保護等に関する
　　　　　法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ
　　　　　たことが無いこと。

　（注２）連携施設は以下の要件を満たして市町村の
　　　認定を受け、家庭的保育者又は家庭的保育補助者
　　　に対する指導・支援を行うものとする。
　　　　① 市認可条例第７条に定める連携施設である
　　　　　こと。
　　　　② 乳幼児の育児・保育に関する相談・指導に
　　　　　ついて知識及び経験を有するとともに、児童
　　　　　福祉施策について知識を有している専任の保
　　　　　育士等（以下「担当者」という。）を配置す
　　　　　ること。担当者は家庭的保育支援者に求めら
　　　　　れる要件を満たした者であること。
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

　（注３）家庭的保育支援者又は連携施設は以下の
　　　支援又は業務を行うこととする。
　　　　① 事業所の求めに応じて、緊急時においても
　　　　　相談・連絡を受ける体制を整備すること。
　　　　② 保育標準時間認定を受けた子ども等への保
　　　　　育や延長保育、家庭的保育者が病気、研修
　　　　　参加又は休暇等を取得する場合等に、当該
　　　　　家庭的保育者に代わって乳幼児の保育を行
　　　　　うこと。その場合は必要に応じて家庭的保
　　　　　育支援者又は担当者が連携施設まで送迎を
　　　　　行うこと。
　　　　③ 家庭的保育事業の実施場所を訪問等するこ
　　　　　とにより、保育の状況把握に努めるととも
　　　　　に、家庭的保育者の相談に応じ、必要な指
　　　　　導・援助を行うこと。
　　　　④ 家庭的保育者が保育する乳幼児を定期的に
　　　　　連携施設に招いたり、乳幼児の健康診断を
　　　　　連携施設の利用子どもとともに行うなどの
　　　　　連携を図るとともに、家庭的保育者に対し、
　　　　　連携施設や地域の行事に関する情報を提供
　　　　　し、当該行事に参加するよう勧めること。
　　　　⑤ 家庭的保育者の居宅等における保育の状況
　　　　　を把握するため、家庭的保育支援者又は担
　　　　　当者は少なくとも３か月に１回以上、さら
　　　　　に、家庭的保育者の状況に応じて、必要な
　　　　　都度、訪問させること。また、その状況等
　　　　　について市町村との情報共有を図ること。

(2) 加算の認定
　（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこ
ととし、新たに加算の認定をするにあたっては、その事業所
の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、家
庭的保育支援者又は担当者の氏名、経歴及び支援の内容等が
確認できるもの等）を徴して（１）の要件への適合状況を確
認すること。

　（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所につい
て、申請又は指導監督等を通じてその状況を把握し、（１）
の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合し
なくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しな
くなった場合はその月）から加算の適用が無いものとするこ
と。

(3) 加算額の算定
　加算額は、地域区分等に応じて定められた額とする。

加算額は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅲ４.(3)

加算額が適正でない。 Ｃ
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

５．障害児保育加
算（⑨）

(1) 加算の要件
　障害児（軽度障害児を含む。）(注)を受け入れる事業所に
おいて、当該障害児に係る家庭的保育者及び家庭的保育補助
者の配置基準を障害児２人につき１人とする場合に加算す
る。
　その際の計算に当たっては、配置する家庭的保育補助者数
が、以下の算式により得た「必要補助者数」以上になるこ
と。

障害児保育加算は加算要件
に適合しているか。

留意事項通知
別紙５
Ⅲ５.(1)

障害児保育加算が加算要件に
適合していない。

Ｃ

（注）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の
　　交付の有無は問わない。医師による診断書など障害の
    事実が把握可能な資料をもって確認して差し支えない。

＜算式＞
｛利用子ども数（障害児を除く）×1/5（小数点第１位まで計
算）｝＋｛障害児数×1/2（〃）｝
＝必要補助者数（小数点第１位を切り上げ）

(2) 加算の認定
　（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこ
ととし、新たに加算の認定をするにあたっては、その事業所
の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、対
象子ども、利用子ども数（見込み）及び家庭的保育補助者等
の配置状況が記載された職員体制図等）を徴して（１）の要
件への適合状況を確認すること。

　（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所につい
て、申請又は指導監督等を通じてその状況を把握し、（１）
の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合し
なくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しな
くなった場合はその月）から加算の適用が無いものとするこ
と。

(3) 加算額の算定
　加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処
遇改善等加算の単価に１の（２）で認定した加算率×100 を
乗じて得た額を加えた額とする。

加算額は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅲ５.(3)

加算額が適正でない。 Ｃ
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

６．減価償却費加
算（⑩）

(1) 加算の要件
　以下の要件全てに該当する事業所に加算する。

減価償却費加算は加算要件
を満たしているか。

留意事項通知
別紙５
Ⅲ６.(1)

減価償却費加算が加算要件に
適合していない。

Ｃ

　（ア）家庭的保育事業の用に供する建物が自己所有
　　　であること。(注1)

　（イ）建物を整備・改修又は取得する際に、建設資
　　　金又は購入資金が発生していること。
　（ウ）建物の整備・改修に当たって、改修費等（以
　　　下「改修費等」という。）の国庫補助金の交付
　　　を受けていないこと。(注2)

　（エ）賃借料加算（⑪）の対象となっていないこと。

　　（注１）事業所の一部が賃貸物件の場合は、自己
　　　　　所有の建物の延べ面積が事業所全体の延べ
　　　　　面積の50％以上であること。
　　（注２）改修費等の国庫補助の交付を受けて建設
　　　　　・改修した建物について、整備後一定年数
　　　　　が経過した後に、以下の要件全てに該当す
　　　　　る改修等を行った場合には（ウ）に該当す
　　　　　ることとして差し支えない。
　　　　① 老朽化等を理由として改修等が必要であ
　　　　　ったと市町村が認める場合
　　　　② 当該改修等に当たって、国庫補助の交付
　　　　　を受けていないこと。
　　　　③ １事業所当たりの改修等に要した費用を
　　　　　2,000で除して得た値が、建物全体の延面
　　　　　積に２を乗じて得た値を上回る場合で、
　　　　　かつ、改修等に要した費用が1,000万円以
　　　　　上であること。
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

(2) 加算の認定
　（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこ
ととし、加算の認定をするにあたっては、その事業所の設置
者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、建物を整
備・改修又は取得する際の契約書類等）を徴して確認するこ
と。

　（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所につい
て、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要
件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）
に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いも
のとすること。

(3) 加算額の算定
加算額は、以下の地域の区分ごとに定められた額とする。

加算額は適正か。 加算額が適正でない。 Ｃ

＊表中「都市部」とは当年度又は前年度における４月１日現
在の人口密度が1,000 人／K ㎡以上の市町村をいい、「標
準」とはそれ以外の市町村をいう。

留意事項通知
別紙５
Ⅲ６.(3)
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

７．賃借料加算
（⑪）

(1) 加算の要件
　以下の要件全てに該当する事業所に加算する。
　（ア）家庭的保育事業の用に供する建物が賃貸物件
　　　であること。(注)

　（イ）（ア）の賃貸物件に対する賃借料が発生して
　　　いること。
　（ウ）賃借料の国庫補助を受けた事業所について
　　　は、当該補助に係る残額が生じていないこと。
　（エ）減価償却費加算（⑩）の対象となっていないこと
　　（注）事業所の一部が自己所有の場合は、賃貸に
　　　　よる建物の延べ面積が事業所全体の延べ面積
　　　　の50％以上であること。

賃借料加算は加算要件を満
たしているか。

留意事項通知
別紙５
Ⅲ７.(1)

賃借料加算が加算要件を満た
していない。

Ｃ

(2) 加算の認定
　（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこ
ととし、加算の認定をするにあたっては、その事業所の設置
者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、賃貸契約
書等）を徴して確認すること。

　（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所につい
て、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要
件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）
に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いも
のとすること。

(3) 加算額の算定
　加算額は、以下の地域の区分ごとに定められた額とする。

加算額は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅲ７.(3)

加算額が適正でない。 Ｃ

＊表中「都市部」とは当年度又は前年度における４月１日現
在の人口密度が1,000 人／K ㎡以上の市町村をいい、「標
準」とはそれ以外の市町村をいう。
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

Ⅳ 加減調整部分

１．連携施設を設
定していない場合
（⑫）

(1) 調整の適用を受ける事業所の要件
　連携施設を設定しない事業所に適用する。

連携施設を設定していない
場合に加減調整されている
か。

留意事項通知
別紙５
Ⅳ１.(1)

連携施設を設定していない場
合に加減調整されていない。

Ｃ

(2) 調整の適用を受ける事業所の認定
　（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在
する市町村長が連携施設の設定状況を確認のうえ行うことと
する。
　（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、
申請等を通じてその状況を把握し、（１）の要件に適合しな
くなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属
する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はそ
の月）から調整の適用が無いものとすること。

(3) 調整額の算定
　調整額は、地域区分等に応じて定められた額とする。

調整額は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅳ１.(3)

調整額が適正でない。 Ｃ

２．常態的に土曜
日に閉所する場合
（⑭）

(1) 調整の適用を受ける事業所の要件
　事業所を利用する保育認定子どもについて、土曜日に係る
保育の利用希望が無いなどの場合に、月を通じて土曜日に閉
所する事業所に適用する。
　なお、他の保育所等と共同保育を実施することにより、施
設を利用する保育認定子どもの土曜日における保育が確保さ
れている場合には、土曜日に開所しているものとして取り扱
うこと。

常態的に土曜日に閉所する
場合に加減調整されている
か。

留意事項通知
別紙５
Ⅳ３.(1)

常態的に土曜日に閉所する場
合に加減調整されていない。

Ｃ

(2) 調整の適用を受ける事業所の認定
　（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在
する市町村長が行うこととし、認定をするにあたっては、そ
の事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、調整の適用
年月、土曜日に閉所することとなる理由等）を徴して確認す
ること。

　（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、
申請又は指導監督等を通じてその状況を把握し、（１）の要
件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなく
なった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなく
なった場合はその月）から調整の適用が無いものとするこ
と。

(3) 調整額の算定
調整額は、地域区分等に応じて定められた額とする。

調整額は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅳ３.(3)

調整額が適正でない。 Ｃ
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

Ⅴ 特定加算部分

１．冷暖房費加算
（⑮）

(1) 加算の要件
　全ての事業所に加算する。

留意事項通知
別紙５
Ⅴ１.(1)

(2) 加算額の算定
　加算額は、以下の地域の区分に応じて定める額とする。

加算額は適正か。 加算額が適正でない。 Ｃ

２．施設機能強化
推進費加算（⑱）

(1) 加算の要件
　事業所における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防
災教育及び災害発生時の安全かつ、迅速な避難誘導体制を充
実する等の事業所の総合的な防災対策を図る取組（注１・注
２・注３）を行う事業所で、以下の事業等を複数実施する事
業所に加算する。

施設機能強化推進費加算は
加算要件を満たしている
か。

留意事項通知
別紙５
Ⅴ４.(1)

施設機能強化推進費が加算要
件を満たしていない。

Ｃ

　ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に
係る要件に適合するもの及びこれと同等の要件を満たして
自主事業として実施しているもの。ただし、当該要件を満
たした月以降の各月においては、同一年度内に限り、事業
を実施する体制が取られていることをもって当該要件を満
たしているものと取り扱う。）

　ⅱ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交
付金に係る要件に適合しており、かつ、平均対象子どもが
１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５
月において当該要件を満たしていることをもって４月から
当該要件を満たしているものと取り扱う。）。ただし、当
該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度内に
限り、事業を実施する体制が取られていることをもって当
該要件を満たしているものと取り扱う。）
　ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002
号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知｢『保育対策等
促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定
める一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、
実施しているものも含むこととされること。

　ⅲ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要
件に適合するもの及びこれと同等の要件を満たして自主事
業として実施しているもの。）
　ⅳ 乳児が３人以上利用している施設（４月から11 月ま
での各月初日を平均して乳児が３人以上利用しているこ
と。）
　ⅴ 障害児（軽度障害児を含む。）(注4)が１人以上利用
している施設（４月から11月までの間に１人以上の障害児
の利用があること。）

留意事項通知
別紙５
Ⅴ１.(2)
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

　　（注１）取組の実施方法の例示
　　　　ⅰ 地域住民等への防災支援協力体制の整備及
　　　　　び合同避難訓練等を実施する。
　　　　ⅱ 職員等への防災教育、訓練の実施及び避難
　　　　　具の整備を促進する。

　　（注２）取組に必要となる経費の額
　　　　　取組に必要となる経費の総額が、概ね15万円
　　　　以上見込まれること。
　　（注３）支出対象経費
　　　　　需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修
　　　　繕費、食糧費（茶菓）、光熱水費、医療材料費
　　　　）・役務費（通信運搬費）・旅費・謝金・備品
　　　　購入費・原材料費・使用料及び賃借料・賃金・
　　　　委託費（防災訓練及び避難具の整備等に要する
　　　　特別の経費に限り、保育の提供に当たって、通
　　　　常要する費用は含まない。）

　　（注４）市町村が認める障害児とし、身体障害者手
　　　　帳等の交付の有無は問わない。医師による診断
　　　　書など障害の事実が把握可能な資料をもって確
        認しても差し支えない。

(2) 加算の認定
　加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うことと
し、加算の認定をするにあたっては、その事業所の設置者か
らその旨の申請を毎年12 月末までに提出させ、必要性及び経
費等について必要な審査を行うこと。

(3) 加算額の算定
　加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除
して得た額（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は
切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加
算する。

加算額は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅴ４.(3)

加算額が適正でない。 Ｃ

(4) 実績の報告等
　本加算の適用を受けた事業所は、翌年４月末日までに実績
報告書を市町村長に提出すること。
　なお、市町村長は、本加算を行った事業所について、検査
時等に検証を行うこと。

施設機能強化推進費実績報
告書を市に提出している
か。

留意事項通知
別紙５
Ⅴ４.(4)

施設機能強化推進費実績報告
書を市に提出していない。

Ｃ
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

３．栄養管理加算
（⑲）

(1) 加算の要件
　食事の提供にあたり、栄養士を活用(注1)して、栄養士から
献立やアレルギー、アトピー等への助言、食育等に関する継
続的(注2)な指導を受ける事業所に加算する。

栄養管理加算は加算要件を
満たしているか。

留意事項通知
別紙５
Ⅴ５.(1)

栄養管理加算が加算要件を満
たしていない。

Ｃ

　　（注１）栄養士の活用に当たっては、雇用形態を問わ
          ず、嘱託する場合や、調理員として栄養士を雇用
          している場合も対象となる。
　　（注２）年間を通じて活用している場合に対象とする。
         （年度途中で新たに開設した事業所については、事
          業所の開設以降、年間を通じて活用（期間が６ヶ
月
          以上となること。）している場合に対象とす
る。）

(2) 加算の認定
　加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うことと
し、加算を認定するにあたっては、その事業所の設置者から
その旨の申請（事業所名、加算の適用年度、嘱託契約又は配
置が確認できる書類等）を毎年12 月末までに提出させ、必要
な審査を行うこと。

(3) 加算額の算定
　加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除
して得た額（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は
切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加
算する。

加算額は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅴ５.(3)

加算額が適正でない。 Ｃ
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項        目 評価基本的考え方 観            点 関係法令等 評価事項

４．第三者評価受
審加算（⑳）

(1) 加算の要件
　「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」等に沿っ
て、第三者評価を適切に実施することが可能であると市町村
が認める第三者機関による評価（行政が委託等により民間機
関に行わせるものを含む。）を受審し、その結果をホーム
ページ等により広く公表する事業所に加算する。

第三者評価受審加算は加算
要件を満たしているか。

留意事項通知
別紙５
Ⅴ６.(1)

第三者評価加算が加算要件を
満たしていない。

Ｃ

(2) 加算の認定
　加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うことと
し、加算を認定するにあたっては、その事業所の設置者から
その旨の申請（事業所名、加算の適用年度、受審状況が分か
る資料等）を毎年12 月末までに提出させ、必要な審査を行う
こと。

　　（注１）評価機関との間の契約書等により、当年
　　　　　度に第三者評価の受審や結果の公表（評価
　　　　　機関からの評価結果の提示が翌年度以降と
　　　　　なるため、結果の公表が翌年度になる場合
　　　　　を含む。）が行われることが確認できる場
　　　　　合は本加算の対象とする。その場合、市町
　　　　　村は受審や結果の公表が確実に行われてい
　　　　　ることを事後に確認すること。
　　（注２）第三者評価の受審は５年に一度程度を想
　　　　　定しており、加算適用年度から５年度間は
　　　　　再度の加算適用はできないこと。

(3) 加算額の算定
　加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除
して得た額（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は
切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加
算する。

加算額は適正か。 留意事項通知
別紙５
Ⅴ６.(3)

加算額が適正でない。 Ｃ
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